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役場からのお知らせ役場からのお知らせ

蕁５５―

◆保険料の納付は口座振替による2年前納が一番お得です
・

蕁４３―

■高知県の受託業者
　（株）バックスグループ　
◆退職（失

２０２５年度黒潮町人権教育研究協議会の入会について（ご案内）i

　弁護士による無料相談所【要予約】

◆内容　消費者相談、不動産、相続、離婚、
　　　　地域での悩み相談
◆日時　７月１６日（水）午後１時～午後３時
◆場所　本庁１階 相談室１―３
◆定員　先着４名
◆申込　７月９日（水）午前８時３０分から
　　　　キャンセルは７月１４日（月）まで。
※７月１４日（月）までに予約がない場合は中止。
※相談時間は１人３０分以内です。
※同じ内容の相談は１回限り。担当弁護士が相

手方の相談を受けている場合は、相談を受け
ることができません。

○予約・お問い合わせ
　教育委員会 人権係　蕁５５―３１１７

i

◆「男女共同参画」とは
　「男だから、女だから、○○すべき」といっ
た固定的な考えにとらわれず、お互いに社会の
対等なパートナーとして認め合い、自分の意思
であらゆる活動に参画する機会が確保され、自
由に生き方を選び、また、ともに責任を担う社
会をめざすことです。
 例えば、こんなことが男女共同参画につなが
っています。
①家庭で
　結婚・出産後も女性が働き続けられるよう、
家庭と仕事を両立するために「家事は女性の仕事」
と決めつけず、家事・育児などは家族みんなで
分担しましょう。
②職場で
　近年では、子育てを楽しみたい、積極的に関
わりたいという男性も増えています。子どもの
授業参観や学校などの行事に参加するために、
あるいは、子どもが熱を出したと保育所から連
絡があった時など、安心して休めるような職場
環境や雰囲気づくりも男女共同参画への大事な
一歩です。
　まずは、あなたの身の回りから行動に移して
みませんか。

○お問い合わせ
　高知県子ども・福祉政策部人権・男女共同参画課
　蕁０８８―８２３―９６５１
　こうち男女共同参画センター「ソーレ」
　蕁０８８―８７３―９１００

６月は、高知県の「男女共同参画推進月間」です

◆「黒潮町人権教育研究協議会（町人教）」とは
　町人教ではこれまで、差別の現実に学びなが
ら、差別撤廃・人権確立に向けて、人権教育の
研修および実践に取り組んでおり、多くの皆さ
んとともに、今後さらなる活動の発展をめざし
ています。皆さんと一緒に人権教育の取組を進
めていきたいと考えていますので、町人教入会
のご案内をします。黒潮町が、人権文化豊かな

「人権尊重のまち」となりますよう、ともに歩
んでいきましょう。

◆年会費
・個人会員：１,０００円
　（※同一世帯であれば、２人目からは７００円）
・賛助会員【団体会員】：１０,０００円

◆申込方法
　下記担当係に用意している申込書に記入して
お申し込みください。

◆会員になっていただくと
・人権に関する各種行事の開催についてご案内

します。
・人権に関する各種行事に参加する際の費用（参

加料、旅費など）を支給します。
・「じんけん出前講座」を活用でき、企業や団体、

地域で人権研修を行う際のサポートおよび講
師を無料で派遣します。

○申し込み・お問い合わせ
　教育委員会 人権係　蕁５５―３１１７

弁護士無料法律相談のお知らせ 心配ごと・困りごと、人権・行政相談所の開設

i ２０２５年度黒潮町人権教育研究協議会の
入会について（ご案内）

　人権擁護委員、行政相談委員などによる無料
相談所【要予約】

◆内容
　家庭での心配ごと、地域で
のもめごと、人権侵害、行政
に関する相談

◆日時・場所
・７月４日（金）午前１０時～正午
　田野浦避難集会所
・７月４日（金）午後１時３０分～午後３時３０分
　錦野団地集会所
※キャンセルする場合は７月２日（水）まで。
※７月２日（水）までに予約がない場合は中止。

○予約・お問い合わせ
　教育委員会 人権係　蕁５５―３１１７


